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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像撮影中に静止画像を記録する撮像装置であって、
　撮影された動画像データおよび動画像撮影中に撮影された静止画像データを一時的に記
録する記録手段であって、前記動画像データを記録するための記録領域に、前記静止画像
データを記録する記録手段と、
　前記記録領域に記録されている前記動画像データを記録媒体に書き込む際の動画像デー
タの書き込み速度を検出する検出手段と、
　動画像撮影中に、前記検出手段によって前記動画像データの書き込み速度が所定値より
低いことを検出した場合、前記記録領域の使用状況を表示する表示手段とを具備すること
を特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　動画像撮影中に静止画像を記録する撮像装置であって、
　撮影された動画像データおよび動画像撮影中に撮影された静止画像データを一時的に記
録する記録手段であって、前記動画像データを記録するための記録領域に、前記静止画像
データを記録する記録手段と、
　前記記録領域に記録されている前記動画像データを記録媒体に書き込む際の動画像デー
タの書き込み速度を検出する検出手段と、
　動画像撮影中に、前記検出手段によって前記動画像データの書き込み速度が所定値より
低いことを検出した場合、前記記録領域の使用状況を表示する表示手段とを具備し、
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　前記表示手段は、動画像撮影中に、前記動画像データの書き込み速度が前記所定値以上
である場合、又は前記動画像データの書き込み速度が前記所定値より低い場合であっても
前記記録領域の空き容量が所定容量より大きいならば、前記記録領域の使用状況の表示を
行わないことを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　前記所定値は、前記記録領域に記録しようとする静止画像データの記録画素数及び圧縮
率に基づいて決定される値であることを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記所定値は、前記記録領域に記録する動画像データの画素数、圧縮率及びフレームレ
ートと、前記記録領域に記録しようとする静止画データの記録画素数及び圧縮率とに基づ
いて決定される値であることを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記表示手段は、動画像撮影中に、前記動画像データの書き込み速度が前記所定値より
低い場合に、前記記録領域の空き容量が所定容量より小さいならば、前記記録領域の使用
状況を表示することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記所定容量は、前記記録領域に記録しようとする静止画像データの記録画素数及び圧
縮率に基づいて決定される容量であることを特徴とする請求項２または５に記載の撮像装
置。
【請求項７】
　前記所定容量は、前記記録領域に記録する動画像データの画素数、圧縮率及びフレーム
レートと、前記記録領域に記録しようとする静止画データの記録画素数及び圧縮率とに基
づいて決定される容量であることを特徴とする請求項２または５に記載の撮像装置。
【請求項８】
　動画像撮影中に静止画像を記録する撮像方法であって、
　撮影された動画像データおよび動画像撮影中に撮影された静止画像データを一時的に記
録する記録手段における、前記動画像データを記録するための記録領域に、前記静止画像
データを記録する記録工程と、
　前記記録領域に記録されている前記動画像データを記録媒体に書き込む際の動画像デー
タの書き込み速度を検出する検出工程と、
　動画像撮影中に、前記検出工程によって前記動画像データの書き込み速度が所定値より
低いことを検出した場合、前記記録領域の使用状況を表示する表示工程とを備えることを
特徴とする撮像方法。
【請求項９】
　動画像撮影中に静止画像を記録する撮像方法であって、
　撮影された動画像データおよび動画像撮影中に撮影された静止画像データを一時的に記
録する記録手段における、前記動画像データを記録するための記録領域に、前記静止画像
データを記録する記録工程と、
　前記記録領域に記録されている前記動画像データを記録媒体に書き込む際の動画像デー
タの書き込み速度を検出する検出工程と、
　動画像撮影中に、前記検出工程によって前記動画像データの書き込み速度が所定値より
低いことを検出した場合、前記記録領域の使用状況を表示する表示工程とを備え、
　前記表示工程では、動画像撮影中に、前記動画像データの書き込み速度が前記所定値以
上である場合、又は前記動画像データの書き込み速度が前記所定値より低い場合であって
も前記記録領域の空き容量が所定容量より大きいならば、前記記録領域の使用状況の表示
を行わないことを特徴とする撮像方法。
【請求項１０】
　前記所定値は、前記記録領域に記録しようとする静止画像データの記録画素数及び圧縮
率に基づいて決定される値であることを特徴とする請求項８または９に記載の撮像方法。
【請求項１１】
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　前記所定値は、前記記録領域に記録する動画像データの画素数、圧縮率及びフレームレ
ートと、前記記録領域に記録しようとする静止画データの記録画素数及び圧縮率とに基づ
いて決定される値であることを特徴とする請求項８または９に記載の撮像方法。
【請求項１２】
　前記表示工程では、動画像撮影中に、前記動画像データの書き込み速度が前記所定値よ
り低い場合に、前記記録領域の空き容量が所定容量より小さいならば、前記記録領域の使
用状況を表示することを特徴とする請求項８に記載の撮像方法。
【請求項１３】
　前記所定容量は、前記記録領域に記録しようとする静止画像データの記録画素数及び圧
縮率に基づいて決定される容量であることを特徴とする請求項９または１２に記載の撮像
方法。
【請求項１４】
　前記所定容量は、前記記録領域に記録する動画像データの画素数、圧縮率及びフレーム
レートと、前記記録領域に記録しようとする静止画データの記録画素数及び圧縮率とに基
づいて決定される容量であることを特徴とする請求項９または１２に記載の撮像方法。
【請求項１５】
　請求項８乃至１４のいずれか１項に記載の撮像方法をコンピュータに実行させるための
プログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のプログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能
な記録媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画像撮影中に静止画像を記録可能な撮像技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、ＣＣＤ等の撮像素子によりデジタル画像を記録するデジタルカメラには、静
止画像を記録するだけではなく、動画像を記録する機能が搭載されている。
【０００３】
　このようなデジタルカメラに対しては、動画像を撮影中に任意のタイミングで静止画像
を記録する機能が求められており、動画像の撮影中に動画像の１フレーム分に相当する静
止画像をスナップショットとして記録することが可能なデジタルカメラが提供されている
。
【０００４】
　上記のようなデジタルカメラにおいては、静止画像データをスナップショットとして退
避・保存するための専用の記憶領域が設けられているが、この専用の記憶領域はスナップ
ショットの記録指示がなされるまでは使用されず、その分動画像記録のための記憶領域が
減らされていることから、円滑な動画像記録の妨げとなっている。
【０００５】
　これに対して、特許文献１に記載のように、スナップショットのための記憶領域と動画
像記録のための記憶領域とを共用とすることで、メモリを効率的に使用しながら動画像の
記録を円滑に行うことが可能なデジタルカメラが提案されている。
【特許文献１】特開２００１－３４６１５８公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述したスナップショットのための記憶領域と動画像記録のための記憶領域とを共用す
るデジタルカメラにおいては、動画像撮影中にスナップショットの記録を指示すると、前
述の共用記憶領域が消費されて動画像撮影のための記憶領域が不足し、動画像の撮影に支
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障を来たすことがあり、それは記録媒体への書き込み速度が低い場合ほど顕著である。
【０００７】
　このような弊害を避けるために、前述の共用記憶領域の使用状況をＬＣＤパネル等の画
像表示部に表示することで、動画像撮影中にスナップショットの記録指示を行っても差し
支えないかどうかをユーザが判断できるようにすることが考えられるが、前述の共用記憶
領域の使用状況を動画像記録中に常に表示することは、画像表示部が見づらくなってしま
うので好ましくない。
【０００８】
　また、常に前述の共用記憶領域の使用状況が表示されている場合、ユーザの注意がおろ
そかになる恐れもある。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するためになされ、その目的は、ユーザに対して、動画像の
記録と動画像撮影中の静止画像の記録のために共用される記憶領域の使用状況を分かりや
すく通知することができる撮像技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の撮像装置は、動画像撮影中に静止
画像を記録する撮像装置であって、撮影された動画像データおよび動画像撮影中に撮影さ
れた静止画像データを一時的に記録する記録手段であって、前記動画像データを記録する
ための記録領域に、前記静止画像データを記録する記録手段と、前記記録領域に記録され
ている前記動画像データを記録媒体に書き込む際の動画像データの書き込み速度を検出す
る検出手段と、動画像撮影中に、前記検出手段によって前記動画像データの書き込み速度
が所定値より低いことを検出した場合、前記記録領域の使用状況を表示する表示手段とを
具備する。
　また、本発明の撮像装置は、動画像撮影中に静止画像を記録する撮像装置であって、撮
影された動画像データおよび動画像撮影中に撮影された静止画像データを一時的に記録す
る記録手段であって、前記動画像データを記録するための記録領域に、前記静止画像デー
タを記録する記録手段と、前記記録領域に記録されている前記動画像データを記録媒体に
書き込む際の動画像データの書き込み速度を検出する検出手段と、動画像撮影中に、前記
検出手段によって前記動画像データの書き込み速度が所定値より低いことを検出した場合
、前記記録領域の使用状況を表示する表示手段とを具備し、前記表示手段は、動画像撮影
中に、前記動画像データの書き込み速度が前記所定値以上である場合、又は前記動画像デ
ータの書き込み速度が前記所定値より低い場合であっても前記記録領域の空き容量が所定
容量より大きいならば、前記記録領域の使用状況の表示を行わない。
【００１１】
　また、本発明の撮像方法は、動画像撮影中に静止画像を記録する撮像方法であって、撮
影された動画像データおよび動画像撮影中に撮影された静止画像データを一時的に記録す
る記録手段における、前記動画像データを記録するための記録領域に、前記静止画像デー
タを記録する記録工程と、前記記録領域に記録されている前記動画像データを記録媒体に
書き込む際の動画像データの書き込み速度を検出する検出工程と、動画像撮影中に、前記
検出工程によって前記動画像データの書き込み速度が所定値より低いことを検出した場合
、前記記録領域の使用状況を表示する表示工程とを備える。
　また、本発明の撮像方法は、動画像撮影中に静止画像を記録する撮像方法であって、撮
影された動画像データおよび動画像撮影中に撮影された静止画像データを一時的に記録す
る記録手段における、前記動画像データを記録するための記録領域に、前記静止画像デー
タを記録する記録工程と、前記記録領域に記録されている前記動画像データを記録媒体に
書き込む際の動画像データの書き込み速度を検出する検出工程と、動画像撮影中に、前記
検出工程によって前記動画像データの書き込み速度が所定値より低いことを検出した場合
、前記記録領域の使用状況を表示する表示工程とを備え、前記表示工程では、動画像撮影
中に、前記動画像データの書き込み速度が前記所定値以上である場合、又は前記動画像デ
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ータの書き込み速度が前記所定値より低い場合であっても前記記録領域の空き容量が所定
容量より大きいならば、前記記録領域の使用状況の表示を行わない。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、記録媒体への書き込み速度が遅く、動画像の記録と動画像撮影中の静
止画像の記録のために共用される記憶領域が消費されやすくなるような注意を喚起すべき
状況でのみ、上記共用記憶領域の使用状況を表示するので、ユーザに対して共用記憶領域
の使用状況を分かりやすく通知することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明す
る。
【００１４】
　尚、以下に説明する実施の形態は、本発明の実現手段としての一例であり、本発明が適
用される装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明
は以下の実施の形態に限定されるものではない。
【００１５】
　［装置の説明］
　図１は、本発明に係る実施形態の撮像装置の構成を示すブロック図である。
【００１６】
　図１において、１００は電子カメラ等に代表される撮像装置である。
【００１７】
　１０は撮影レンズ、１２は絞り機能を備えるシャッター、１４は光学像を電気信号に変
換する撮像素子、１６は撮像素子１４のアナログ信号出力をディジタル信号に変換するＡ
／Ｄ変換部である。
【００１８】
　１８は撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換部１６、Ｄ／Ａ変換部２６にクロック信号や制御信号
を供給するタイミング発生部であり、メモリ制御部２２及びシステム制御部５０により制
御される。
【００１９】
　２０は画像処理部であり、Ａ／Ｄ変換部１６からのデータ或いはメモリ制御部２２から
のデータに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。
【００２０】
　また、画像処理部２０においては、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行い
、得られた演算結果に基づいてシステム制御部５０が露光制御部４０、測距制御部４２に
対して制御を行う、ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理
、ＡＥ（自動露出）処理、ＥＦ（ストロボプリ発光）処理を行っている。
【００２１】
　さらに、画像処理部２０においては、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行
い、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ方式のＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理も
行っている。
【００２２】
　２２はメモリ制御部であり、Ａ／Ｄ変換部１６、タイミング発生部１８、画像処理部２
０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換部２６、メモリ３０、圧縮・伸長部３２を制御する
。
【００２３】
　Ａ／Ｄ変換部１６のデータが画像処理部２０、メモリ制御部２２を介して、或いはＡ／
Ｄ変換部１６のデータが直接メモリ制御部２２を介して、画像表示メモリ２４或いはメモ
リ３０に書き込まれる。
【００２４】
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　２４は画像表示メモリ、２６はＤ／Ａ変換部、２８はＴＦＴ ＬＣＤ等から成る画像表
示部であり、画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画像データはＤ／Ａ変換部２６
を介して画像表示部２８により表示される。
【００２５】
　画像表示部２８を用いて撮像した画像データを逐次表示すれば、電子ビューファインダ
ー（ＥＶＦ）機能を実現することが可能である。
【００２６】
　また、画像表示部２８は、システム制御部５０の指示により任意に表示をＯＮ／ＯＦＦ
することが可能であり、表示をＯＦＦにした場合には撮像装置１００の電力消費を大幅に
低減することができる。
【００２７】
　３０は撮影した静止画像や動画像を格納するためのメモリであり、所定枚数の静止画像
や所定時間の動画像を格納するのに十分な記憶量を備えている。
【００２８】
　これにより、複数枚の静止画像を連続して撮影する連写撮影やパノラマ撮影の場合、ま
た、動画像撮影中に任意のタイミングで静止画像を記録する場合にも、高速かつ大量の画
像書き込みをメモリ３０に対して行うことが可能となる。
【００２９】
　また、メモリ３０はシステム制御部５０の作業領域としても使用することが可能である
。
【００３０】
　３２は適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等により画像データを圧縮伸長する圧縮・伸
長部であり、メモリ３０に格納された画像を読み込んで、例えばＪＰＥＧ或いはＭＰＥＧ
形式で圧縮処理或いは伸長処理を行い、処理を終えたデータをメモリ３０に書き込む。
【００３１】
　４０は絞り機能を備えるシャッター１２を制御する露光制御部であり、ストロボ４８と
連携することによりストロボ調光機能も有するものである。
【００３２】
　４２は撮影レンズ１０のフォーカシングを制御する測距制御部、４４は撮影レンズ１０
のズーミングを制御するズーム制御部、４６はバリアである保護部１０２の動作を制御す
るバリア制御部である。
【００３３】
　４８はストロボであり、ＡＦ補助光の投光機能、ストロボ調光機能も有する。
【００３４】
　露光制御部４０、測距制御部４２はＴＴＬ方式を用いて制御されており、撮像した画像
データを画像処理部２０によって演算した演算結果に基づき、システム制御部５０が露光
制御部４０、測距制御部４２に対して制御を行う。
【００３５】
　５０は撮像装置１００全体を制御するシステム制御部、５２はシステム制御部５０の動
作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリである。
【００３６】
　５４はシステム制御部５０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像、音声等を用い
て動作状態やメッセージ等を表示する液晶表示装置、スピーカー等の表示部であり、撮像
装置１００の操作部近辺の視認し易い位置に単数或いは複数個所設置され、例えばＬＣＤ
やＬＥＤ、発音素子等の組み合わせにより構成されている。
【００３７】
　表示部５４の表示内容のうち、ＬＣＤ等に表示するものとしては、動画像撮影中の画像
データバッファの使用状況表示、動作モード表示、シングルショット/連写撮影表示、セ
ルフタイマー表示、圧縮率表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮影可能枚数表示、
シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、ストロボ表示、赤目緩和表示、マ
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クロ撮影表示、ブザー設定表示、時計用電池残量表示、電池残量表示、エラー表示、複数
桁の数字による情報表示、記録媒体２００及び２１０の着脱状態表示、通信I/F動作表示
、日付け・時刻表示、等がある。
【００３８】
　また、表示部５４の表示内容のうち、光学ファインダー１０４内に表示するものとして
は、合焦表示、手振れ警告表示、ストロボ充電表示等がある。
【００３９】
　５６は電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等が用い
られる。
【００４０】
　６０、６２、６４、６６及び７０は、システム制御部５０の各種の動作指示を入力する
ための操作部であり、スイッチやダイアル、タッチパネル、視線検知によるポインティン
グ、音声認識装置等の単数或いは複数の組み合わせで構成される。
【００４１】
　ここで、これらの操作部の具体的な説明を行う。
【００４２】
　６０はモードダイアルスイッチで、電源オフ、自動撮影モード、撮影モード、パノラマ
撮影モード、再生モード、マルチ画面再生・消去モード、ＰＣ接続モード等の各機能モー
ドを切り替え設定することができる。
【００４３】
　６２はシャッタースイッチＳＷ１で、不図示のシャッターボタンの操作途中でＯＮとな
り、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイトバ
ランス）処理、ＥＦ（ストロボプリ発光）処理等の動作開始を指示する。
【００４４】
　６４はシャッタースイッチＳＷ２で、不図示のシャッターボタンの操作完了でＯＮとな
り、撮像素子１４から読み出した信号をＡ／Ｄ変換部１６、メモリ制御部２２を介してメ
モリ３０に画像データを書き込む露光処理、画像処理部２０やメモリ制御部２２での演算
を用いた現像処理、メモリ３０から画像データを読み出し、圧縮・伸長部３２で圧縮を行
い、記録媒体２００或いは２１０に画像データを書き込む記録処理という一連の処理の動
作開始を指示する。
【００４５】
　６６は傾斜センサからなる姿勢検出部で、撮像装置が構えられているのが横位置である
か、縦位置であるか等の装置の姿勢を検出する。
【００４６】
　７０は各種ボタンやタッチパネル等からなる操作部で、メニューボタン、セットボタン
、マクロボタン、マルチ画面再生改ページボタン、ストロボ設定ボタン、単写/連写/セル
フタイマー切り替えボタン、メニュー移動＋（プラス）ボタン、メニュー移動－（マイナ
ス）ボタン、再生画像移動＋（プラス）ボタン、再生画像－（マイナス）ボタン、撮影画
質選択ボタン、露出補正ボタン、日付/時間設定ボタン等がある。
【００４７】
　８０は電源制御部で、電源検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切り
替えるスイッチ回路等により構成されており、外部電源の接続の有無、電池の装着の有無
、電池の種類、電池残量の検出を行い、検出結果及びシステム制御部５０の指示に基づい
てＤＣ－ＤＣコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体を含む各部へ供給
する。
【００４８】
　８２はコネクタ、８４はコネクタ、８６はアルカリ電池やリチウム電池等の一次電池や
ＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプター、又は外部バッテ
リー等からなる電源部である。
【００４９】
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　９０及び９４はメモリカードやハードディスク等の記録媒体とのインターフェース、９
２及び９６はメモリカードやハードディスク等の記録媒体と接続を行うコネクタ、９８は
コネクタ９２及び或いは９６に記録媒体２００或いは２１０が装着されているか否かを検
知する記録媒体着脱検知部である。
【００５０】
　なお、本実施形態では記録媒体を取り付けるインターフェース及びコネクタを２系統持
つものとして説明している。もちろん、記録媒体を取り付けるインターフェース及びコネ
クタは、単数或いは複数、いずれの系統数を備える構成としても構わない。また、異なる
規格のインターフェース及びコネクタを組み合わせて備える構成としても構わない。イン
ターフェース及びコネクタとしては、ＰＣＭＣＩＡカードやＣＦ（コンパクトフラッシュ
（登録商標））カード等の規格に準拠したものを用いて構成して構わない。
【００５１】
　さらに、インターフェース９０及び９４、そしてコネクタ９２及び９６をＰＣＭＣＩＡ
カードやＣＦ（登録商標）カード等の規格に準拠したものを用いて構成した場合、ＬＡＮ
カードやモデムカード、ＵＳＢカード、ＩＥＥＥ１３９４カード、Ｐ１２８４カード、Ｓ
ＣＳＩカード、ＰＨＳ等の通信カード、等の各種通信カードを接続することにより、他の
コンピュータやプリンタ等の周辺機器との間で画像データや画像データに付属した管理情
報を転送し合うことができる。
【００５２】
　１０２は、撮像装置１００のレンズ１０を含む撮像部を覆うことにより、撮像部の汚れ
や破損を防止するバリアである保護部である。
【００５３】
　１１０は通信部で、ＲＳ２３２ＣやＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、Ｐ１２８４、ＳＣＳＩ
、モデム、ＬＡＮ、無線通信、等の各種通信機能を有する。
【００５４】
　１１２は通信部１１０により撮像装置１００を他の機器と接続するコネクタ或いは無線
通信の場合はアンテナである。
【００５５】
　２００はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。
【００５６】
　記録媒体２００は、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２０２、撮像
装置１００とのインターフェース２０４、撮像装置１００と接続を行うコネクタ２０６を
備えている。
【００５７】
　２１０はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。
【００５８】
　記録媒体２１０は、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２１２、撮像
装置１００とのインターフェース２１４、撮像装置１００と接続を行うコネクタ２１６を
備えている。
【００５９】
　［第１の実施形態］
　ここで、第１の実施形態の撮像装置の動作について説明する。
【００６０】
　図２及び図３は、本実施形態の撮像装置１００による動画像撮影中に静止画像を記録す
るための動作を示すフローチャートである。
【００６１】
　先ず、図２及び図３を参照して、撮像装置１００による動画像撮影中に静止画像を記録
する場合の画像データバッファの使用状況表示の動作について説明する。
【００６２】
　Ｓ１００：システム制御部５０は、動画像の撮影を開始すると、所定単位時間分の画像
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データと、それに付随する音声データ等からなる動画像データをメモリ３０に確保された
画像データバッファへ格納する（動画像記録処理）。ここで、画像データバッファに格納
された動画像データは、撮影処理とは独立して、随時、記録媒体２００あるいは２１０へ
と書き込まれる。
【００６３】
　Ｓ１０１：次に、システム制御部５０は、画像データバッファへ格納された画像データ
が、所定の単位時間内に記録媒体２００あるいは２１０へ書き込まれた量を用いて、記録
媒体２００あるいは２１０へのデータ書き込み速度を検出する。
【００６４】
　Ｓ１０２：続いて、システム制御部５０は、画像データバッファの使用状況を表示部５
４に表示する。
【００６５】
　ここで、図３を参照して、Ｓ１０２の画像データバッファの使用状況表示処理の動作に
ついて説明する。
【００６６】
　Ｓ１１０：システム制御部５０は、図２のＳ１０１で検出した記録媒体２００あるいは
２１０へのデータ書き込み速度を判定し、記録媒体２００あるいは２１０へのデータ書き
込み速度が所定値より高い場合は画像データバッファの使用状況表示をＯＦＦし（Ｓ１１
１）、記録媒体２００あるいは２１０へのデータ書き込み速度が所定値より低い場合は画
像データバッファの使用状況表示をＯＮする（Ｓ１１２）。
【００６７】
　Ｓ１１３：次に、表示部５４の表示を更新し、画像データバッファの使用状況表示処理
を終了する。
【００６８】
　これにより、記録媒体２００あるいは２１０へのデータ書き込み速度が所定値より低い
場合のみ、表示部５４で画像データバッファの使用状況表示が行われることになる。
【００６９】
　以上が図３に示す画像データバッファの使用状況表示処理である。
【００７０】
　図２に戻り説明を続ける。
【００７１】
　Ｓ１０３：システム制御部５０は、シャッタースイッチ６４の操作により静止画像記録
が指示されているかどうかを判定する。
【００７２】
　Ｓ１０４：静止画像記録が指示されている場合、システム制御部５０は、処理をＳ１０
４へ進め、静止画像データをメモリ３０に確保された画像データバッファへ格納する（静
止画像記録処理）。
【００７３】
　画像データバッファに格納された静止画像データは、撮影処理とは独立して、随時、記
録媒体２００あるいは２１０へと書き込まれる。
【００７４】
　Ｓ１０５：次に、システム制御部５０は、動画像の撮影終了が指示されているかどうか
を判定し、動画像の撮影終了指示がなければ、処理をＳ１００へと戻し、動画像の撮影処
理を継続する。
【００７５】
　動画像の撮影終了指示があれば、システム制御部５０は、動画像の撮影処理を終了する
。
【００７６】
　以上が図２及び図３に示す動画像撮影中に静止画像を記録するための動作である。
【００７７】
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　なお、ここでは記録媒体２００あるいは２１０へのデータ書き込み速度が所定値より低
い場合に画像データバッファの使用状況表示をＯNするとして説明を行ったが、判定の基
準となるデータ書き込み速度の所定値は、記録中の動画像の記録画素数、圧縮率及びフレ
ームレート、記録しようとする静止画像の記録画素数及び圧縮率、画像データバッファの
容量及び使用状況、記録媒体へのデータ書き込み速度等を考慮して決定することが可能で
ある。
【００７８】
　［第２の実施形態］
　次に、図４を参照して、第２の実施形態の撮像装置の動作について説明する。
【００７９】
　図４は、本実施形態の撮像装置１００による動画像撮影中に静止画像を記録する際に、
画像データバッファの空き容量を考慮に入れた画像データバッファの使用状況表示の動作
を示すフローチャートである。
【００８０】
　図４を参照して、撮像装置１００による動画像撮影中に静止画像を記録する際に、画像
データバッファの空き容量を考慮に入れた画像データバッファの使用状況表示の動作につ
いて説明する。
【００８１】
　Ｓ１２０：システム制御部５０は、ステップ１２０にて、図２のＳ１０１で検出した記
録媒体２００あるいは２１０へのデータ書き込み速度を判定し、記録媒体２００あるいは
２１０へのデータ書き込み速度が所定値より高い場合は画像データバッファの使用状況表
示をＯＦＦし（Ｓ１２１）、記録媒体２００あるいは２１０へのデータ書き込み速度が所
定値より低い場合は処理をＳ１２２へ進める。
【００８２】
　Ｓ１２２：システム制御部５０は、画像データバッファの空き容量が所定値より多い場
合は画像データバッファの使用状況表示をＯＦＦし（Ｓ１２１）、画像データバッファの
空き容量が所定値より少ない場合は画像データバッファの使用状況表示をＯＮする（Ｓ１
２３）。
【００８３】
　Ｓ１２４：次に、表示部５４の表示を更新し、画像データバッファの使用状況表示処理
を終了する。
【００８４】
　これにより、記録媒体２００あるいは２１０へのデータ書き込み速度が所定値より低い
場合で、かつ画像データバッファの空き容量が所定値より少ない場合のみ、表示部５４で
画像データバッファの使用状況表示が行われることになる。これは、言い換えると、デー
タ書き込み速度が所定値以上である場合、又はデータ書き込み速度が所定値より低い場合
であっても画像データバッファの空き容量が所定値より大きいならば、画像データバッフ
ァの使用状況の表示を行わないことにもなる。
【００８５】
　以上が、撮像装置１００による動画像撮影中に静止画像を記録する際に、画像データバ
ッファの空き容量を考慮に入れた画像データバッファの使用状況表示の動作である。
【００８６】
　なお、ここでは画像データバッファの空き容量が所定値より少ない場合に画像データバ
ッファの使用状況表示をＯＮするとして説明を行ったが、判定の基準となる画像データバ
ッファの空き容量の所定値は、記録中の動画像の記録画素数、圧縮率及びフレームレート
、記録しようとする静止画像の記録画素数及び圧縮率、画像データバッファの容量及び使
用状況、記録媒体へのデータ書き込み速度等を考慮して決定することが可能である。
【００８７】
　以上説明したように、本実施形態によれば、データ書き込み速度が遅い場合、又はデー
タ書き込み速度が遅い場合且つ画像データバッファの空き容量が小さい場合であって、画
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像データバッファの記憶領域が消費されやすくなるような注意を喚起すべき状況でのみ、
ユーザに対して画像データバッファの使用状況を分かりやすく通知することができる。
【００８８】
　［他の実施形態］
　以上、本発明に係る実施形態について具体例を用いて詳述したが、本発明は、例えば、
システム、装置、方法、プログラム若しくは記憶媒体（記録媒体）等としての実施態様を
とることが可能であり、具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用しても良
いし、また、一つの機器からなる装置に適用しても良い。
【００８９】
　尚、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実施形
態では図示の各フローチャートに対応したプログラム）を、システムあるいは装置に直接
あるいは遠隔から供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータが該供給されたプロ
グラムコードを読み出して実行することによっても達成される場合を含む。
【００９０】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００９１】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【００９２】
　プログラムを供給するための記録媒体（記憶媒体）としては、例えば、フロッピー（登
録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ
、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などがある。
【００９３】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のコンピュータプ
ログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードディ
スク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また、本発明のプログ
ラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異な
るホームページからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の
機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダ
ウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである。
【００９４】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を使用することにより暗号化され
たプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可能である。
【００９５】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した実施
形態の機能が実現され得る。
【００９６】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ
などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した実施形態の機能
が実現される。
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【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明に係る実施形態の撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態による動画像撮影中に静止画像を記録するための動作を示すフロ
ーチャートである。
【図３】図２のＳ１０２での画像データバッファ使用状況表示処理動作を示すフローチャ
ートである。
【図４】第２の実施形態による画像データバッファの空き容量を考慮に入れた画像データ
バッファ使用状況表示処理動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９８】
１０　撮影レンズ
１２　シャッター
１４　撮像素子
１６　Ａ／Ｄ変換部
１８　タイミング発生部
２０　画像処理部
２２　メモリ制御部
２４　画像表示メモリ
２６　Ｄ／Ａ変換器
２８　画像表示部
３０　メモリ
３２　画像圧縮・伸長部
４０　露光制御部
４２　測距制御部
４４　ズーム制御部
４６　バリア制御部
４８　ストロボ
５０　システム制御部
５２　メモリ
５４　表示部
５６　不揮発性メモリ
６０　モードダイアル
６２　シャッタースイッチSW1
６４　シャッタースイッチSW2
６６　姿勢検出部
７０　操作部
８０　電源制御部
８２，８４，９２，９６　コネクタ
８６　電源部
９０，９４　インターフェース
９８　記録媒体着脱検知部
１００　撮像装置
１０２　保護部
１１０　通信部
１１２　コネクタ（又はアンテナ）
２００，２１０　記録媒体
２０２，２１２　記録部
２０４，２１４　インターフェース
２０６，２１６　コネクタ
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